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教
会
刑
事
裁
判
権
に
つ
い
て

吉

田

い
旦

臥
」

也

　
　
　
目
　
　
　
　
次

一
、
は
し
が
き

三
、
フ
ラ
ン
ク
時
代

五
、
若
干
の
問
題

四二
　、　　　　、

中　ロ

世　1

　　時

　　代

　
　
　
こ
の
小
論
に
お
い
て
取
扱
わ
れ
る
の
は
、
教
会
刑
事
裁
判
権
の
概
観
で
あ
る
。
そ
の
範
囲
は
場
所
的
に
は
ド
イ
ツ
に
限
り
時
代
的
に
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ご

　
近
世
初
ま
で
で
あ
る
。
教
会
と
い
う
の
は
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
を
指
す
。

　
　
一
　
教
会
の
刑
罰
権

　
　
　
あ
ら
ゆ
る
団
体
は
、
そ
の
存
立
の
必
要
上
、
そ
の
目
的
の
遂
行
の
必
要
上
、
そ
の
役
員
並
び
に
構
成
員
に
対
し
て
紀
律
（
一
ソ
ω
N
6
＝
づ
）

　
　
を
維
持
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
教
会
も
亦
地
上
に
お
け
る
一
つ
の
団
体
と
し
て
同
じ
必
要
が
あ
る
。
し
か
し
教
会
は
宗
教
的
、
精
神
的

　
　
な
団
体
で
あ
る
と
い
う
性
質
上
、
規
律
違
反
に
対
す
る
反
応
の
種
類
、
そ
の
適
用
の
点
で
自
つ
か
ら
限
界
が
あ
る
。

説　
　
　
の
　
教
会
は
信
者
（
構
成
員
、
世
俗
入
）
に
対
し
て
親
に
類
似
し
た
立
場
に
あ
る
。
信
者
の
霊
的
成
長
を
扶
け
る
責
任
と
権
利
が
あ

論　
　
る
。
だ
か
ら
教
会
は
信
者
の
上
に
教
育
的
目
的
で
紀
律
を
強
制
す
る
こ
と
が
あ
る
。
こ
れ
を
懲
戒
と
称
す
る
と
す
れ
ば
、
教
会
は
信
者
に
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曇ム．

1湖 説

対
し
て
懲
戒
を
加
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
　
こ
の
場
合
懲
戒
の
手
段
を
懲
戒
罰
と
称
す
る
と
す
れ
ば
、
　
こ
の
懲
戒
罰
は
教
会
罰
で
あ
る
が

所
謂
刑
罰
で
は
な
い
。
何
と
な
れ
ば
こ
れ
ば
法
に
も
と
ず
い
た
法
的
な
も
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
ヨ

　
O
．
教
会
は
「
結
び
又
解
く
」
権
を
有
し
、
従
っ
て
「
罪
」
を
ゆ
る
す
権
が
あ
る
。
こ
の
と
き
聴
罪
（
じ
d
霧
ω
p
℃
。
①
巳
8
茸
一
。
）
を
な
す

こ
と
を
命
じ
、
こ
れ
が
実
行
さ
れ
た
と
き
に
教
会
が
「
四
非
」
を
ゆ
る
す
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
腋
鍵
は
罰
（
葛
Φ
葛
）
で
は
な
い
と
さ
れ

る
。
な
ん
と
な
れ
ば
臆
非
の
履
行
は
任
意
的
で
あ
り
・
罰
は
強
制
的
で
あ
る
か
ら
で
あ
熊

圖
教
会
は
又
教
会
罰
と
し
て
法
的
な
刑
罰
、
即
ち
教
会
法
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
た
教
会
的
…
経
国
；
奪
巴
曇
㌻
に
対
し
て
科

せ
ら
れ
る
教
会
法
の
規
定
す
る
罰
を
科
す
る
・
教
会
情
事
裁
判
梅
描
至
教
会
刑
罰
権
は
こ
の
噴
く
だ
悶
警
な
り
得
る
の
で
あ
る
・

　
法
的
刑
罰
即
ち
教
会
刑
罰
（
囚
一
．
。
げ
⑦
彦
財
ゆ
臨
窪
）
は
分
っ
て
、
　
治
叛
的
刑
罰
（
O
O
Φ
口
鋤
①
　
b
P
Φ
二
一
〇
一
戸
鋤
一
Φ
ω
）
と
応
報
的
刑
罰
（
℃
。
Φ
器
①

．
一
⇒
島
。
食
。
叶
一
ノ
．
鋤
。
）
と
に
分
れ
る
。
　
前
者
は
応
報
的
契
機
を
考
慮
し
な
い
こ
と
は
な
い
が
、
木
質
的
に
は
教
育
刑
で
あ
っ
て
零
話
の
改
善
と

い
う
目
的
が
決
着
的
契
機
で
あ
り
、
　
従
っ
て
改
俊
の
実
が
あ
る
も
の
に
は
刑
の
免
除
（
飴
σ
ω
・
三
ぼ
。
　
赦
免
）
が
認
め
ら
れ
る
可
能
性
が
あ

る
。
こ
れ
は
目
的
と
権
限
あ
る
機
関
と
に
お
い
て
共
通
で
あ
る
か
ら
、
右
の
ω
に
掲
げ
ら
れ
た
懲
戒
罰
と
同
じ
内
容
の
罰
で
あ
る
こ
と
が

多
．
く
、
同
じ
内
容
の
手
段
が
、
あ
る
と
き
は
懲
戒
罰
と
し
て
又
あ
る
と
き
は
刑
．
罰
と
し
て
揮
い
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
故
に
そ
の
中
で
法
．

規
範
（
教
会
法
）
が
前
提
と
な
っ
て
い
る
と
き
だ
け
が
治
癒
的
鋼
製
と
な
る
。
後
者
即
ち
応
報
的
刑
罰
は
、
犯
入
の
改
善
よ
り
も
法
規
違

反
に
対
す
る
応
報
を
主
た
る
目
的
と
す
る
刑
．
罰
で
あ
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
も
懲
戒
罰
と
の
区
別
は
法
的
根
拠
の
有
無
に
よ
る
こ
と
に

な
ろ
う
。
何
と
な
れ
ば
、
懲
戒
罰
に
も
応
報
的
な
性
質
の
も
の
が
な
い
わ
け
．
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　
幽
　
聖
職
者
即
ち
役
艮
（
し
d
．
鋤
当
馬
．
鵠
）
に
対
し
て
も
同
様
に
教
会
は
懲
戒
罰
若
く
は
教
会
刑
罰
を
科
し
、
又
は
賠
罪
を
科
す
る
こ
と
が

あ
る
。
　
し
か
し
そ
の
外
に
、
財
閥
に
対
し
て
は
一
般
信
者
（
世
俗
人
）
に
は
な
い
職
務
⊥
の
犯
罪
が
あ
り
、
聖
職
免
職
（
岱
①
b
。
ω
三
。
）
は

搭
人
に
は
存
在
し
な
い
聖
職
者
の
み
嬉
賊
す
る
実
墜
の
教
会
刑
罰
で
あ
∴
．
ボ
に
空
爆
の
犯
罪
借
裕
埜
の
犯
㎜
非
を
護
す
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る
こ
と
も
あ
っ
た
。

二
　
世
俗
的
刑
罰
権
と
の
関
係

　
国
家
は
国
民
の
上
に
刑
罰
権
を
行
使
す
る
。
　
国
家
以
外
の
権
力
者
は
そ
の
支
配
下
の
人
民
に
対
し
て
刑
罰
権
を
行
使
す
る
こ
と
が
あ

る
。
そ
れ
故
に
こ
れ
ら
の
も
の
は
教
会
乃
至
信
者
に
対
し
て
も
世
俗
法
馬
の
責
任
を
問
う
こ
と
が
で
き
る
は
ず
で
あ
る
。

　
そ
れ
故
に
刑
罰
権
に
関
し
て
も
次
の
よ
う
な
問
題
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
第
一
に
、
教
会
法
上
の
罪
を
犯
し
た
も
の
に
対
す
る
刑
罰
権
を
有
す
る
も
の
は
、
教
会
で
あ
る
か
国
家
　
（
こ
こ
に
国
家
と
い
う
の
は
世
俗

的
刑
罰
権
の
担
い
手
を
総
称
す
る
意
味
で
用
い
て
い
る
）
で
あ
る
か
。

　
第
二
に
は
世
俗
法
上
の
犯
罪
を
行
っ
た
聖
職
者
に
対
す
る
刑
罰
権
を
有
す
る
も
の
は
教
会
で
あ
る
か
国
家
で
あ
る
か
。

　
第
三
に
は
教
会
刑
法
殊
に
教
会
刑
罰
と
は
ど
う
い
う
も
の
で
あ
っ
た
か
。

　
以
下
大
体
こ
の
よ
う
な
点
を
考
慮
し
つ
つ
教
会
刑
事
裁
判
権
を
概
観
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

二

　
　
一
初
代
教
会
の
時
代
か
ら
教
団
（
○
①
ヨ
①
言
山
．
）
は
罪
あ
る
信
者
（
構
成
員
）
に
対
し
て
懲
戒
を
行
っ
た
。
こ
の
懲
戒
が
成
功
し
な
い
と

　
　
き
は
、
教
団
か
ら
の
排
除
即
ち
破
門
（
切
鋤
昌
旨
）
を
行
っ
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
当
時
、
罪
を
分
っ
て
神
に
対
す
る
罪
と
隣
人
に
対
す
る
罪
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
モ
　

　
　
な
し
、
前
者
の
場
合
に
破
門
に
処
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

　
　
　
次
に
キ
リ
ス
ト
に
属
す
る
か
否
か
、
即
ち
キ
リ
ス
ー
教
徒
で
あ
る
か
否
か
は
教
会
（
δ
需
冨
）
に
属
す
る
か
否
か
に
よ
る
と
い
う
こ
と

　
　
に
な
っ
た
た
め
に
、
教
団
か
ら
の
破
門
は
、
教
会
か
ら
の
破
門
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
更
に
司
教
制
の
確
立
と
と
も
に
、
破
門
又
は
そ
の

論　
　
赦
免
は
も
は
や
教
団
の
名
に
お
い
て
行
わ
れ
る
の
で
は
な
く
、
司
教
が
神
の
代
理
人
と
し
て
紳
の
名
に
お
い
て
こ
れ
を
行
う
も
の
と
な
つ
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藍ム
ロ冊 説

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　

た
。
更
に
、
赦
免
を
ゆ
る
さ
な
い
破
門
と
、
適
当
な
専
意
に
よ
り
こ
れ
を
ゆ
る
す
場
合
と
に
よ
っ
て
破
門
の
性
格
も
変
っ
て
く
る
。
但
し

赦
免
を
み
と
め
る
場
合
で
も
（
破
門
が
刑
と
さ
れ
る
な
ら
ば
）
破
門
は
応
報
的
刑
で
あ
っ
た
。
何
と
な
れ
ば
、
破
門
は
瞭
罪
を
強
制
す
る
た

め
に
科
せ
ら
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
順
罪
こ
そ
は
罪
を
赦
さ
れ
、
同
時
に
神
と
の
和
解
を
得
る
た
め
の
手
段
で
あ
っ
た
。
破
門
は
法
的
不

利
益
を
与
え
る
た
め
に
科
せ
ら
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
団
体
と
罪
人
と
の
関
係
を
絶
つ
た
め
に
与
え
ら
れ
た
手
段
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

信
者
（
世
俗
人
）
だ
け
で
な
く
教
会
役
員
　
（
聖
職
者
）
も
排
除
さ
れ
る
こ
と
あ
り
、
そ
の
と
き
は
単
に
免
職
に
な
る
だ
け
の
こ
と
も
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ピ
　
　

り
、
又
そ
の
上
に
職
務
上
の
収
入
を
も
没
収
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。

ニ
　
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ヌ
ス
帝
に
よ
る
キ
リ
ス
ト
教
公
認
に
よ
り
、
教
会
刑
法
は
一
部
は
そ
の
本
質
に
従
っ
て
発
展
し
た
が
、
｝
部
に
は

そ
の
基
木
的
立
場
に
反
す
る
発
展
も
み
ら
れ
た
。

　
ω
　
破
門
は
従
来
の
如
き
永
久
的
破
門
は
少
な
く
な
っ
た
。
そ
れ
と
並
行
し
て
、
生
存
中
の
破
門
、
期
限
の
定
め
が
な
い
破
門
が
生
じ

た
。
し
か
し
被
破
門
者
と
一
切
の
交
渉
は
絶
た
る
べ
き
こ
と
が
定
め
ら
れ
た
。
こ
の
こ
と
は
聖
職
者
に
つ
い
て
は
早
く
か
ら
行
な
わ
れ
た

が
、
世
俗
入
に
対
し
て
被
破
門
者
と
の
一
切
の
交
渉
が
禁
止
さ
れ
た
の
は
五
世
紀
半
に
至
っ
て
か
ら
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

　
よ
り
軽
微
な
る
不
法
行
為
に
つ
い
て
新
し
い
刑
が
で
き
た
。
例
え
ば
聖
餐
（
〉
び
。
巳
ヨ
”
巨
）
に
参
加
す
る
こ
と
の
禁
止
、
そ
の
他
教
会

の
信
者
の
権
利
の
停
止
等
で
あ
る
。

　
②
　
他
方
に
お
い
て
国
家
的
公
認
の
結
果
、
従
来
の
教
会
的
立
場
に
反
す
る
状
態
が
発
生
す
る
に
至
っ
た
。
そ
れ
は
第
一
に
は
純
教
会

的
な
非
行
が
国
家
的
な
非
行
と
さ
れ
国
家
的
刑
罰
の
対
象
と
な
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
第
二
に
は
破
門
に
反
抗
す
る
も
の
に
対
し
て
、
教
会

は
国
家
の
援
助
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
も
っ
と
も
こ
の
国
家
の
援
助
が
与
え
ら
れ
る
の
は
破
門
の
場

合
で
あ
っ
て
、
そ
の
他
の
場
合
、
教
会
裁
判
所
の
判
決
の
執
行
に
あ
た
っ
て
の
一
般
的
援
助
の
義
務
を
国
家
の
側
に
お
い
て
承
認
し
た
と

い
う
こ
と
で
は
な
か
っ
た
。
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㈹
　
聖
職
者
に
対
す
る
司
教
の
懲
戒
権
乃
至
教
会
刑
罰
権
は
ロ
ー
マ
国
法
上
承
認
さ
れ
て
、
国
家
的
支
持
が
こ
れ
に
与
え
ら
れ
た
。
そ

れ
は
司
教
に
監
督
官
庁
と
し
て
の
権
限
が
認
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
処
罰
は
最
初
は
教
会
法
上
の
乃
至
教
会
に
関
し
て
の
不
利
益
を

与
え
る
に
す
ぎ
な
か
っ
た
が
、
教
会
罰
の
執
行
に
、
例
え
ば
免
職
の
執
行
に
、
国
家
の
援
助
を
求
め
得
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
㈲
　
し
か
し
司
教
の
聖
職
者
に
対
す
る
刑
事
裁
判
権
は
ロ
ー
マ
国
内
で
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。
　
聖
職
者
は
す
べ
て
国
家
の
刑
罰
権

に
服
す
る
。
た
だ
聖
職
者
に
対
す
る
刑
事
訴
追
の
際
に
、
ユ
ス
テ
ィ
一
＝
一
ヌ
ス
法
は
、
被
告
た
る
聖
職
者
に
教
会
罰
を
科
す
る
か
否
か
が

問
題
と
な
っ
た
限
り
に
お
い
て
、
司
教
が
刑
事
裁
判
に
関
与
す
る
こ
と
を
認
め
た
。

　
㈲
　
更
に
国
家
は
立
法
の
面
に
お
い
て
も
教
会
に
干
渉
す
る
。
即
ち
国
家
は
国
法
を
も
っ
て
、
教
会
の
懲
戒
の
対
象
と
な
る
行
為
の
構

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ
　
　

成
要
件
を
定
め
、
そ
の
上
か
か
る
行
為
に
対
し
て
、
教
会
罰
を
定
め
る
の
み
な
ら
ず
、
性
質
上
世
俗
法
的
性
質
を
有
す
る
刑
を
も
定
め
た
。

　
ロ
ー
マ
帝
国
に
お
い
て
キ
リ
ス
ト
教
公
認
が
教
会
法
に
与
え
た
影
響
は
以
上
の
よ
う
に
著
し
い
も
の
が
あ
っ
た
。

三

　
　
　
フ
ラ
ン
ク
時
代
に
お
い
て
は
、
教
会
刑
法
に
更
に
い
ろ
い
ろ
の
変
化
が
生
じ
た
。

　
　
一
破
門
は
依
然
と
し
て
主
た
る
教
会
刑
罰
で
あ
っ
た
が
、
被
破
門
者
は
教
会
か
ら
全
く
絶
縁
さ
れ
た
の
で
は
な
く
、
　
一
定
期
藤
高
は
生

　
　
存
中
、
信
者
の
権
利
（
昏
「
。
冨
畠
Φ
ζ
搾
σ
q
濠
侮
①
【
ω
。
冨
h
冨
お
。
耳
）
を
剥
奪
さ
れ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
に
至
っ
た
。

　
　
　
そ
れ
は
四
二
五
年
に
異
教
禁
止
令
が
出
た
の
で
、
そ
れ
以
後
ロ
ー
マ
国
内
に
お
い
て
キ
リ
ス
ト
教
会
か
ら
全
く
絶
縁
さ
れ
た
も
の
の
存

　
在
は
、
全
く
許
さ
れ
な
い
も
の
と
な
っ
た
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
破
門
が
行
な
わ
れ
た
と
す
る
と
、
そ
の
破
門
は
教
会
か
ら
絶
縁
さ
れ

説　
　
て
異
教
に
蔽
い
る
と
い
う
意
味
の
も
の
と
は
考
え
ら
れ
な
く
な
る
。
し
か
も
被
破
門
者
は
教
会
と
の
和
解
を
求
め
る
の
が
常
で
あ
っ
た
と

論　
　
い
う
事
実
は
、
破
門
さ
れ
な
が
ら
も
教
会
と
の
永
久
的
絶
縁
と
考
え
な
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
れ
は
永
久
的
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破
門
が
な
く
な
っ
た
一
つ
の
理
由
だ
と
思
わ
れ
る
。
　
更
に
洗
礼
（
日
鋤
鼠
Φ
）
の
効
力
の
絶
対
性
、
不
解
消
性
の
理
論
は
、
洗
礼
に
よ
っ
て

一
度
教
会
に
属
し
た
以
上
そ
の
所
属
は
解
消
さ
れ
な
い
と
い
う
結
論
に
な
る
。
こ
れ
が
破
門
の
永
久
性
を
否
定
す
る
第
こ
の
理
由
で
あ
る

と
思
わ
れ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
破
門
の
効
果
は
教
会
か
ら
の
絶
縁
で
は
な
く
な
っ
た
。

　
破
門
の
効
果
を
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
破
門
は
従
来
の
如
く
、
教
会
か
ら
の
排
除
と
い
う
応
報
的
の
も
の
で
は
な
く
、
復
帰
の
可
能

性
を
前
提
と
し
、
犯
人
の
改
善
を
目
的
と
す
る
教
育
的
手
段
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
こ
と
は
聖
職
者
に
つ
い
て
は
、
比
較
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

早
く
か
ら
見
ら
れ
て
い
た
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
が
、
世
俗
入
に
対
し
て
も
破
門
が
改
善
を
目
的
と
す
る
治
癒
的
刑
（
教
育
刑
）
と
な
っ
た
の

で
あ
る
。

　
な
お
、
世
俗
入
に
対
し
て
は
苔
刑
、
禁
鋼
刑
、
そ
の
他
強
制
的
照
罪
（
こ
れ
は
一
部
は
教
育
刑
と
し
て
、
一
部
は
応
報
刑
と
し
て
科
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ご

た
の
で
あ
る
）
も
科
さ
れ
た
。
但
し
こ
の
聴
罪
に
つ
い
て
は
、
聖
職
者
に
対
す
る
公
の
照
罪
（
9
h
窪
二
一
。
冨
じ
d
⊆
ω
。
，
①
）
が
廃
止
さ
れ
た
後

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ
　

は
、
世
俗
人
に
対
し
て
も
等
し
く
私
の
腰
罪
を
も
っ
て
足
る
こ
と
に
な
っ
た
。

二
こ
の
よ
う
に
教
会
刑
罰
に
お
い
て
も
変
化
が
あ
っ
た
が
、
教
会
犯
罪
に
つ
い
て
も
、
こ
の
時
代
に
な
る
と
そ
の
種
類
を
増
加
し
た
の

で
あ
っ
た
。
し
か
し
前
述
の
如
く
ロ
ー
マ
帝
国
に
お
い
て
は
広
範
囲
に
教
会
犯
罪
が
国
家
刑
法
上
の
犯
罪
と
み
な
さ
れ
、
或
は
ま
た
、
純

国
家
的
（
世
俗
的
）
犯
罪
に
教
会
刑
罰
を
科
せ
ら
れ
た
場
合
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
が
、
メ
ロ
ヴ
ィ
ン
が
朝
に
お
い
て
は
、
ロ
ー
マ
時
代
ほ

ど
広
範
囲
に
こ
の
よ
う
な
こ
と
は
お
こ
ら
な
か
っ
た
。
又
、
ロ
ー
マ
時
代
に
は
国
法
を
も
っ
て
教
会
的
懲
戒
規
定
を
定
め
た
が
、
こ
の
よ

う
な
こ
と
も
少
な
く
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
メ
ロ
ヴ
ィ
ン
が
時
代
に
は
国
家
権
力
と
教
会
刑
法
乃
至
教
会
刑
罰
と
の
結
合
は
弛
緩
し
た
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
二
二
）

で
あ
っ
た
が
、
　
カ
ロ
リ
ン
が
時
代
に
な
る
と
再
び
国
家
的
犯
罪
追
及
と
教
会
刑
罰
と
の
結
合
が
復
活
し
た
。
　
そ
れ
は
ぜ
ン
ト
裁
判
所

（
ω
Φ
b
r
畠
σ
q
①
門
帥
6
ゴ
梓
）
に
あ
ら
わ
れ
る
。

　
カ
ロ
リ
ン
が
時
代
に
世
俗
入
（
平
信
徒
）
に
対
す
る
教
会
刑
罰
権
は
、
殊
に
巡
察
（
≦
ω
一
8
江
・
口
）
の
際
に
、
国
王
の
官
吏
の
統
制
下
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に
あ
っ
た
ゼ
ン
ト
裁
判
所
（
Q
D
①
口
取
ひ
q
⑦
目
一
〇
ゴ
一
）
に
お
い
て
行
使
さ
れ
た
。
　
九
世
紀
頃
か
ら
巡
察
の
際
に
、
各
小
教
区
（
勺
碧
。
。
三
Φ
昌
）
に
お

　
　
い
て
名
望
あ
る
者
を
し
て
、
宣
誓
の
上
、
教
会
法
上
の
罪
を
犯
し
た
と
推
定
さ
れ
る
者
を
申
告
（
弾
劾
）
せ
し
め
た
。
巡
察
者
（
≦
ω
一
＄
8
H
）

　
　
は
教
会
会
議
（
裁
判
所
）
　
（
ω
苫
。
号
・
ω
⑦
巳
）
を
開
催
し
判
決
を
与
え
る
。
巡
察
者
は
司
教
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
代
理
と
し
て
司
教
座

　
　
聖
堂
助
祭
（
〉
目
O
ゴ
一
自
戸
O
閃
O
旨
）
で
あ
る
こ
と
も
あ
っ
た
が
、
後
に
は
巡
察
並
び
に
ゼ
ン
ト
裁
判
所
に
関
す
る
権
限
は
司
教
座
聖
堂
莇
祭
の
権

　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
限
と
な
っ
た
．
こ
の
ゼ
ン
ト
裁
判
所
の
判
決
発
見
人
（
d
【
け
Φ
篇
h
一
『
P
傷
①
『
）
は
本
来
聖
職
者
だ
け
で
あ
っ
た
が
、
十
二
世
紀
以
来
、
世
俗
人
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
判
決
発
見
人
が
加
わ
り
、
後
に
は
世
俗
人
の
み
が
判
決
発
見
人
と
な
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
六
）

　
　
三
ゼ
ン
ト
裁
判
所
は
、
同
時
に
教
会
法
上
の
罪
で
あ
る
よ
う
な
非
行
に
つ
い
て
世
俗
人
に
対
し
て
刑
事
裁
判
権
を
行
使
し
た
。
こ
の
際

　
　
ゼ
ン
ト
裁
判
所
が
刑
事
裁
判
所
と
し
て
国
家
（
乃
至
世
俗
的
権
力
）
か
ら
公
認
さ
れ
る
の
は
、
　
国
家
（
乃
至
世
俗
権
力
）
が
可
罰
的

　
　
（
ω
酔
同
餌
h
一
り
⇔
H
）
と
み
な
し
て
い
な
い
事
実
（
構
成
要
件
）
に
つ
い
て
判
断
す
る
場
合
に
限
ら
れ
る
。
　
何
と
な
れ
ば
国
家
刑
事
法
上
の
犯
罪

　
　
は
国
家
の
刑
事
裁
判
権
に
服
す
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
国
家
が
可
罰
的
と
認
め
て
い
る
場
合
に
は
、
ゼ
ソ
ト
裁
判
所
に
お
け
る
手
続

　
　
が
フ
ラ
ン
ク
訴
訟
法
の
弾
劾
手
続
（
碧
σ
q
①
〈
①
ほ
9
。
鼻
聾
）
乃
至
糺
問
手
続
（
ぎ
ρ
三
ω
三
。
白
く
①
ほ
⇔
汀
①
旨
）
に
従
っ
て
い
て
も
、
そ
れ
は
フ
ラ

　
　
ソ
ク
国
法
上
の
刑
事
裁
判
で
は
な
く
、
単
に
教
会
法
上
の
懲
戒
手
続
、
教
会
刑
事
裁
判
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
場
合

　
　
に
も
、
も
し
国
家
が
ゼ
ン
ト
裁
判
所
の
判
決
の
執
行
に
協
力
し
た
と
き
、
例
え
ば
判
決
を
受
け
た
者
を
拘
留
す
る
こ
と
に
よ
り
、
判
決
さ

　
　
れ
た
階
罪
の
履
行
を
強
制
す
る
よ
う
な
場
合
に
は
、
ゼ
ン
ト
裁
判
所
に
お
け
る
手
続
は
、
こ
れ
を
国
家
的
刑
事
裁
判
と
み
な
す
こ
と
が
で

　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
七
）

　
　
き
る
の
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
こ
の
よ
う
に
フ
ラ
ン
ク
王
国
に
お
い
て
は
、
は
じ
め
教
会
裁
判
所
で
あ
る
ゼ
ン
ト
裁
判
所
が
世
俗
的
犯
罪
を
行
っ
た
世
俗
人
に
対
し
て

説　
　
も
教
会
刑
罰
を
科
し
、
国
家
的
刑
事
裁
判
の
不
備
を
補
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
ゼ
ン
ト
裁
判
所
と
国
家
の
裁
判
所
と
の
管
轄
権
が
競

論　
　
合
す
る
と
き
、
い
ず
れ
か
一
方
が
裁
判
を
行
え
ば
他
は
裁
判
を
行
わ
な
い
こ
と
と
な
っ
た
。
却
而
か
ら
い
え
ば
、
純
教
会
的
事
件
に
つ
い
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て
は
教
会
裁
判
所
に
専
属
管
轄
権
が
あ
る
が
、
そ
の
他
の
事
件
に
つ
い
て
は
、
教
会
又
は
聖
職
者
が
被
害
者
で
あ
る
場
合
に
は
、
教
会
肝

胆　
　
判
所
の
裁
判
を
求
め
る
か
又
は
国
家
の
裁
判
所
の
裁
判
を
求
め
る
か
被
害
者
の
選
択
に
委
ね
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
教
会
法
及
び
国
法

論　
　
の
い
ず
れ
に
も
規
定
さ
れ
て
い
る
罪
に
つ
い
て
は
、
国
家
裁
判
所
に
繋
属
し
な
い
限
り
教
会
裁
判
所
に
お
い
て
裁
判
す
る
こ
と
が
で
き
た

　
　
わ
け
で
あ
る
。

　
　
世
俗
人
の
世
俗
法
的
犯
罪
に
つ
い
て
の
ゼ
ン
ー
裁
判
所
の
刑
事
裁
判
権
は
十
三
世
紀
以
来
漸
次
失
わ
れ
、
ト
リ
エ
ン
ト
会
議
以
後
は
、

　
　
こ
の
関
係
に
お
い
て
は
司
教
が
若
干
の
犯
罪
に
限
り
刑
事
裁
判
権
を
持
つ
こ
と
と
な
っ
た
。
若
干
の
場
合
と
は
姦
通
そ
の
他
若
干
の
性
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
ん
　

　
　
犯
罪
に
つ
い
て
で
あ
っ
た
。

　
　
四
世
俗
人
の
世
俗
法
上
の
犯
罪
に
関
し
て
は
、
国
家
が
刑
事
裁
判
権
を
も
つ
の
で
あ
っ
た
が
、
フ
ラ
ン
ク
時
代
に
ゼ
ン
ト
裁
判
所
を
通

　
　
じ
て
教
会
刑
事
裁
判
権
が
こ
れ
に
及
ん
だ
こ
と
は
、
右
に
略
述
し
た
と
こ
ろ
に
よ
り
、
ほ
ぼ
明
ら
か
に
な
っ
た
と
思
う
。
次
に
世
俗
法
上

　
　
の
犯
罪
を
行
っ
た
聖
職
者
に
つ
い
て
の
刑
事
裁
判
権
に
つ
い
て
若
干
の
考
察
が
行
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
　
　
国
家
は
聖
職
者
に
対
す
る
教
会
内
部
の
懲
戒
権
刑
罰
権
に
つ
い
て
は
、
何
ら
干
渉
し
な
い
の
み
な
ら
ず
、
こ
れ
を
支
持
し
援
助
を
与
え

　
　
る
こ
と
は
フ
ラ
ン
ク
時
代
に
至
っ
て
も
ロ
ー
マ
時
代
と
大
差
な
か
っ
た
。
こ
れ
に
反
し
て
世
俗
法
上
の
犯
罪
を
行
っ
た
聖
職
者
に
対
す
る

　
　
刑
事
裁
判
権
は
、
ロ
ー
マ
帝
国
に
お
い
て
も
国
家
が
こ
れ
を
有
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
が
、
ゲ
ル
マ
ン
諸
部
族
国
家
に
お
い
て
も
、
当
初

　
　
は
国
家
の
裁
判
所
が
こ
れ
を
有
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
フ
ラ
ン
ク
王
国
に
お
い
て
も
一
般
的
に
世
俗
法
上
の
犯
罪
を
行
っ
た
聖
職
者
は

　
　
次
に
述
べ
る
司
教
の
特
例
を
除
き
、
世
俗
人
の
場
合
と
同
じ
く
、
国
家
の
刑
事
裁
判
権
に
服
し
、
国
家
刑
事
法
（
世
俗
法
）
に
よ
っ
て

　
裁
判
さ
れ
、
従
っ
て
拷
問
を
加
え
ら
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
七
世
紀
に
入
り
、
こ
れ
ら
の
聖
職
者
は
世
俗
法
で
な
く
教
会
法
に
よ
っ
て
裁

　
　
判
さ
れ
従
っ
て
拷
問
を
用
い
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
く
な
っ
た
。

　
　
　
六
一
四
年
忌
ク
自
愛
ー
ル
ニ
世
の
勅
令
（
U
Φ
ζ
9
b
三
。
9
9
。
屋
目
・
①
一
隅
・
）
は
司
祭
（
勺
H
一
〇
ω
け
①
H
）
助
祭
（
U
冨
吋
。
昌
）
に
つ
い
て
、
こ
れ
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ら
の
も
の
が
従
前
通
り
世
俗
裁
判
に
服
す
べ
き
こ
と
を
認
め
て
い
る
。
し
か
し
八
世
紀
末
九
世
紀
初
の
カ
ロ
リ
ン
が
朝
の
立
法
は
司
祭
助

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぬ
　

祭
は
教
会
刑
事
裁
判
に
服
す
る
こ
と
を
定
め
て
い
る
。
　
有
罪
の
場
合
は
聖
職
者
免
職
（
傷
Φ
b
O
ω
　
什
一
〇
）
が
行
な
わ
れ
た
後
に
、
世
俗
裁
判

に
よ
っ
て
処
罰
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ
　
　

　
司
教
に
対
す
る
刑
事
手
続
は
、
先
ず
刑
事
裁
判
の
必
要
が
あ
る
と
国
王
又
は
国
王
の
裁
判
所
が
認
め
た
と
き
は
、
国
王
は
聖
職
者
の
み

か
ら
成
る
教
会
会
議
（
ω
＜
昌
。
畠
①
）
を
召
集
し
て
協
議
す
る
こ
と
を
要
し
、
も
し
こ
の
会
議
が
被
告
の
有
責
を
認
め
た
と
き
は
、
被
告
は
除

晶
（
匹
£
墨
9
江
。
）
さ
れ
、
国
家
の
裁
判
所
に
お
い
て
、
右
の
有
責
の
認
定
に
も
と
ず
き
、
ロ
ー
マ
法
の
適
用
を
う
け
、
国
家
の
刑
罰
即

ち
死
刑
の
宣
告
を
受
け
る
・
こ
の
手
続
は
メ
。
ヴ
・
ン
が
朝
力
。
リ
ン
が
朝
を
通
じ
て
行
な
わ
れ
覧

　
フ
ラ
ン
ク
王
国
で
は
六
世
紀
半
以
来
、
司
教
が
教
会
会
議
に
お
い
て
例
え
ば
叛
逆
罪
の
宣
告
を
う
け
た
と
き
は
、
国
家
の
裁
判
所
に
お

い
て
世
俗
的
刑
罰
で
あ
る
死
刑
並
び
に
全
財
産
没
収
を
宣
告
す
る
代
り
に
、
免
職
盆
①
b
。
葺
6
）
破
門
（
Φ
×
8
ヨ
ヨ
詳
報
8
江
。
）
及
び
修
道

院
幽
閉
（
①
×
一
貯
B
）
を
以
て
罰
さ
れ
た
。
但
し
そ
の
際
、
国
家
は
逮
捕
審
問
の
権
を
有
し
、
又
事
態
が
不
明
瞭
に
陥
る
こ
と
を
防
ぐ
た
め

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ニ
　
コ

予
審
を
行
う
権
を
有
し
た
。

五
聖
職
者
に
対
す
る
教
会
刑
事
裁
判
権
を
も
っ
た
の
は
、
教
会
会
議
で
あ
っ
た
が
、
こ
れ
は
カ
ロ
リ
ン
が
時
代
に
先
ず
司
祭
、
助
祭
の

犯
罪
に
つ
き
管
轄
権
を
有
し
た
。
但
し
こ
の
場
合
世
俗
裁
判
所
の
予
審
に
服
し
、
予
審
に
、
司
教
、
司
祭
は
フ
ォ
ー
ク
ト
（
＜
o
σ
q
叶
）
を
代

理
人
と
し
て
参
加
さ
せ
た
。
裁
判
権
は
教
会
に
あ
っ
た
が
、
国
家
（
世
俗
権
力
）
も
聖
職
者
の
犯
罪
追
及
の
法
的
手
段
を
有
し
て
い
た
の

で
あ
っ
た
。
聖
職
者
の
犯
罪
追
及
に
あ
た
っ
て
、
国
家
は
聖
職
者
の
地
位
を
必
ず
し
も
考
慮
し
た
と
は
い
え
な
い
。
教
会
は
終
始
聖
職
者

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ
ヨ
　

は
世
俗
人
に
よ
っ
て
裁
か
る
べ
き
で
な
い
と
い
う
立
場
を
と
り
、
後
に
は
国
家
も
こ
の
要
求
を
認
め
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。

四
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説

一
中
世
に
な
る
と
イ
ン
ド
ー
ル
偽
首
（
℃
ω
①
雷
◎
O
一
一
ω
一
山
O
H
に
ω
）
ベ
ネ
デ
ィ
ク
タ
・
レ
ヴ
ィ
タ
（
し
d
震
Φ
巳
。
雷
u
Φ
＜
一
㌶
）
等
の
影
響
に
よ
り
、

す
べ
て
の
聖
職
者
に
つ
き
・
教
会
の
刑
事
裁
判
権
の
み
が
み
と
め
ら
れ
・
国
家
の
裁
判
権
は
聖
職
者
の
除
品
（
暑
9
・
婁
ひ
語
完
了
し

た
後
に
の
み
こ
れ
に
及
ぶ
と
さ
れ
た
。

　
こ
れ
に
伴
っ
て
世
俗
入
に
対
す
る
教
会
刑
事
裁
判
権
に
も
ま
た
変
化
が
生
じ
た
。

　
回
　
純
教
会
的
罪
（
畠
Φ
一
帥
6
け
帥
　
5
P
①
H
Φ
　
①
O
①
一
①
◎
o
一
〇
ω
け
一
〇
四
）

　
こ
れ
に
つ
い
て
は
教
会
が
排
他
的
な
、
国
家
に
よ
り
承
認
さ
れ
支
援
さ
れ
る
裁
判
権
（
○
ぎ
Φ
窪
ω
零
窪
Φ
ω
窪
9
①
“
〈
。
ヨ
ω
富
Ω
。
8
①
嵩
器
H
・

昇
窪
器
巳
Φ
自
巳
N
ロ
ロ
葺
曾
ω
↓
暮
N
Φ
巳
。
言
目
一
ω
象
巨
一
。
旨
）
を
有
す
る
。

　
働
　
混
合
的
罪
（
α
Φ
一
一
〇
什
鋤
　
6
P
一
×
一
偉
Ω
）

　
特
定
の
、
宗
教
と
直
接
に
は
関
係
が
な
い
構
成
要
件
（
］
り
舜
。
け
げ
①
ω
↓
似
口
α
①
）
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
従
来
教
会
の
刑
罰
権
の
対
象
と
な
っ
た

も
の
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
も
の
に
は
圏
家
の
刑
事
裁
判
権
に
服
し
て
い
た
も
の
も
あ
り
又
は
全
く
放
置
さ
れ
て
い
た
も
の
も
あ
っ
た
。
し

か
し
い
ず
れ
に
せ
よ
、
教
会
は
こ
れ
ら
の
も
の
に
つ
い
て
刑
事
裁
判
権
を
主
張
し
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
変
化
は
ハ
国
家
の
刑
罰
権
に
対

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ
　
　

し
て
、
教
会
の
刑
罰
権
の
優
先
適
用
が
認
め
ら
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
規
定
を
教
会
が
作
っ
た
こ
と
に
よ
り
一
挙
に
実
現
さ
れ
た
の
で
あ

っ
た
。

　
こ
の
よ
う
な
国
家
の
刑
事
裁
判
権
と
競
合
す
る
よ
う
な
教
会
刑
事
裁
判
権
の
成
立
は
、
一
般
的
通
念
が
、
教
会
刑
罰
を
犯
罪
に
対
す
る

充
分
な
順
罪
と
認
め
得
る
か
否
か
に
か
か
っ
て
い
る
。
故
に
、
特
に
教
会
的
立
場
か
ら
概
念
構
成
さ
れ
定
め
ら
れ
た
特
定
の
犯
罪
に
つ
い

て
は
、
中
世
に
お
い
て
も
教
会
刑
罰
が
同
時
に
世
俗
法
上
の
不
利
益
を
伴
う
場
合
が
あ
っ
た
し
、
反
対
に
、
教
会
的
性
質
を
も
っ
た
世
俗

法
上
の
罪
に
つ
い
て
は
世
俗
裁
判
所
に
お
い
て
も
、
教
会
刑
罰
を
科
す
る
を
適
当
と
認
め
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
場
合
に
は
教

会
刑
事
裁
判
権
の
拡
大
が
是
認
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
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，
回
　
そ
の
他
の
罪
（
住
忠
。
冨
9
≦
ぎ
）

　
　
　
こ
れ
は
世
俗
法
上
の
罪
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
罪
に
つ
い
て
の
教
会
刑
事
裁
判
権
の
行
使
は
、
国
民
的
抵
抗
に
あ
っ
た
。
こ
れ
は
特
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ
　
　

　
　
聖
職
者
が
犯
し
た
と
き
問
題
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

　
　
二
十
三
世
紀
以
来
ド
ィ
ヅ
に
お
い
て
は
、
教
会
κ
奉
仕
す
る
も
の
は
世
俗
裁
判
に
服
し
な
い
と
い
う
原
則
が
普
通
法
（
U
器
。
q
①
ヨ
①
ぎ
①

　
　
閑
①
島
け
）
と
し
て
行
な
わ
れ
た
。
　
そ
れ
故
に
普
通
法
上
の
罪
を
犯
し
た
聖
職
者
は
右
の
原
則
に
よ
り
、
国
家
の
裁
判
に
は
服
せ
ず
、
教
会

　
　
刑
事
裁
判
に
服
す
る
。
　
そ
し
て
教
会
刑
事
裁
判
で
有
責
と
判
決
さ
れ
た
場
合
に
は
、
被
告
は
除
品
（
像
Φ
舳
四
同
⇔
畠
O
け
一
〇
）
さ
れ
然
る
後
国
家
の

　
　
裁
判
所
へ
移
送
さ
れ
乃
。
こ
の
て
と
は
初
は
す
べ
て
の
聖
職
者
に
対
し
て
行
な
わ
れ
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
然
る
に
後
に
下
級
品
級
聖
職
者

　
　
に
つ
い
て
は
、
彼
ら
が
僧
服
を
着
用
し
剃
髪
（
↓
o
旨
ω
二
『
）
を
な
し
て
居
り
、
教
会
に
奉
仕
し
又
は
上
級
品
級
受
領
の
た
め
教
育
機
関
に
在

　
　
る
と
き
に
限
り
、
彼
ら
は
右
の
裁
判
特
権
を
主
張
し
得
る
も
の
と
定
め
ら
れ
、
そ
れ
以
外
の
場
合
に
は
下
級
雲
級
聖
職
者
は
全
く
世
俗
入

　
　
同
様
に
国
家
の
裁
判
に
服
し
た
。

　
　
　
そ
の
後
帯
主
（
H
、
9
0
昌
α
Φ
ω
ゴ
O
円
【
）
と
司
教
と
の
コ
ン
コ
ル
ダ
：
ト
（
内
。
艮
。
a
9
。
件
）
に
よ
り
、
現
行
犯
の
場
合
、
そ
の
他
重
罪
の
場
合
に

　
　
は
、
世
俗
裁
判
所
は
犯
人
た
る
聖
職
者
を
逮
捕
し
そ
の
上
で
教
会
裁
判
所
へ
引
渡
す
こ
と
が
で
き
る
旨
を
定
め
た
例
が
多
か
っ
た
。

　
　
　
近
代
諸
国
家
の
立
法
は
右
と
全
く
異
っ
た
立
場
を
と
り
、
世
俗
法
上
の
罪
を
犯
し
た
聖
職
者
は
、
国
家
の
．
裁
判
に
服
す
る
と
い
う
の
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ
セ
　

　
　
一
般
原
則
と
な
っ
た
。
も
は
や
聖
職
者
の
除
品
の
有
無
に
問
題
に
な
ら
な
く
な
っ
た
。

　
　
　
教
会
刑
罰
は
そ
の
濫
用
誤
用
に
よ
っ
て
名
声
を
失
い
、
他
面
、
国
法
上
に
お
い
て
も
罪
と
認
め
ら
れ
て
い
る
教
会
法
上
の
罪
即
ち
混
合

　
　
的
罪
を
償
う
に
教
会
刑
罰
で
は
不
充
分
で
あ
る
と
一
般
通
念
上
認
め
ら
れ
た
た
め
に
、
教
会
の
刑
事
裁
判
権
は
再
び
内
部
的
刑
罰
権
に
逆

説
戻
り
し
た
の
で
あ
蘇
．

論　
　
三
中
世
国
家
は
中
世
を
通
じ
て
、
教
会
が
治
癒
的
刑
罰
を
適
用
す
る
こ
と
を
み
と
め
だ
の
み
な
ら
ず
、
治
癒
的
刑
罰
（
教
会
刑
罰
）
に
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説

市
民
法
上
の
、
世
俗
法
上
の
不
利
益
の
効
果
を
附
与
し
た
つ
絶
対
主
義
国
家
に
な
る
と
破
門
の
市
民
法
上
の
効
果
を
消
滅
さ
せ
た
の
み
な

ら
ず
、
破
門
の
処
罰
に
は
国
家
の
認
可
を
要
す
る
も
の
と
な
し
、
又
は
破
門
に
対
す
る
上
訴
を
国
家
の
裁
判
所
が
受
理
す
る
よ
う
な
こ
と

も
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
　
　
　

　
近
代
法
に
お
い
て
は
分
離
主
義
を
と
り
、
公
序
良
俗
に
反
し
な
い
限
り
、
教
会
の
治
癒
的
刑
罰
の
行
使
に
干
渉
し
な
い
。

　
近
代
法
は
教
会
の
盛
事
裁
判
権
、
い
い
か
え
れ
ば
刑
事
裁
判
と
し
て
の
教
会
裁
判
を
み
と
め
ず
教
会
内
部
の
権
限
を
み
と
め
た
だ
け
で

あ
る
。
し
か
も
教
会
刑
罰
の
市
民
法
的
効
果
を
も
は
や
み
と
め
ら
れ
て
い
な
い
。
近
代
国
家
は
市
民
的
生
活
に
干
渉
す
る
教
会
罰
を
ゆ
る

さ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
だ
か
ら
応
報
的
教
会
刑
罰
は
世
俗
人
に
対
し
て
は
無
意
味
で
あ
る
。
何
ら
の
強
制
を
伴
わ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ
　
　

だ
聖
職
者
に
対
し
て
は
公
序
良
俗
に
反
し
な
い
範
囲
に
お
い
て
、
国
家
は
こ
れ
を
認
め
る
こ
と
が
あ
る
が
聖
職
者
に
対
し
て
は
必
ず
し
も

意
味
が
な
い
も
の
で
は
あ
る
ま
い
。
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●

　
終
り
に
国
家
の
刑
罰
権
と
教
会
犯
罪
に
つ
い
て
若
干
の
問
題
を
採
上
げ
て
考
察
し
て
み
よ
う
。

　
㈲
　
純
教
会
的
罪
（
α
①
一
一
〇
酔
9
　
H
口
Φ
目
Φ
　
O
O
O
一
①
①
一
鋤
◎
励
け
陣
0
9
）
．
に
つ
い
て
。

　
異
端
（
】
…
（
①
け
N
①
目
Φ
一
）
異
端
と
は
正
統
教
義
と
異
な
る
こ
と
を
固
持
す
る
こ
と
即
ち
教
義
と
異
な
る
信
条
を
有
す
る
こ
と
で
あ
る
。
異
端

に
対
す
る
教
会
刑
罰
は
原
則
と
し
て
破
門
で
あ
っ
た
。

　
し
か
し
ロ
ー
マ
帝
国
は
す
で
に
異
端
に
不
名
誉
（
冒
富
巳
Φ
）
財
産
没
収
、
遺
言
能
力
剥
奪
、
極
端
な
場
合
に
は
死
刑
を
科
し
た
。
こ
れ

ら
の
刑
は
ロ
ー
マ
帝
国
滅
亡
後
は
行
わ
れ
な
か
っ
允
。
十
一
世
紀
に
入
っ
て
ド
イ
ツ
及
び
フ
ラ
ン
ス
（
一
部
）
で
異
端
者
を
死
刑
に
処
す

る
よ
う
に
な
っ
た
。
　
し
か
し
こ
れ
は
制
定
法
に
よ
る
も
の
で
も
な
く
又
慣
習
法
に
よ
る
も
の
で
も
な
く
、
　
単
に
政
治
的
な
処
置
で
あ
っ



　
　
た
。
十
一
世
紀
前
半
に
イ
タ
リ
ア
と
ラ
ン
ゲ
ド
ッ
ク
（
い
雪
σ
q
ロ
①
α
。
。
）
で
異
端
者
に
対
す
る
死
刑
が
行
な
わ
れ
十
三
世
紀
に
は
異
端
者
に

　
対
す
る
死
刑
と
財
産
没
収
と
が
一
般
に
行
な
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
教
会
は
国
家
の
こ
の
よ
う
な
刑
罰
を
是
認
し
た
の
み
な
ら
ず
、
こ

　
　
れ
を
要
求
し
、
も
し
科
刑
し
な
い
と
き
は
、
そ
の
世
俗
官
庁
自
体
に
異
端
の
罰
を
科
す
べ
き
旨
を
定
め
た
。
も
っ
と
も
、
ド
イ
ツ
で
は
ヵ

　
　
ロ
リ
ナ
法
典
（
一
五
三
二
年
）
以
来
国
家
刑
法
は
教
会
の
こ
の
要
求
を
み
と
め
な
か
っ
た
。

　
　
　
背
教
（
＞
b
。
ω
富
ω
一
①
）
即
ち
一
度
入
信
し
た
キ
リ
ス
ト
教
の
信
仰
を
す
て
る
こ
と
と
、
　
分
離
（
ω
。
三
ω
ヨ
①
）
即
ち
教
会
の
一
体
性
か
ら
離

　
　
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
も
大
体
異
端
の
場
合
と
同
様
で
あ
っ
た
。

　
　
　
㈲
　
混
合
的
罪
（
匹
Φ
一
一
〇
け
O
　
旨
P
一
×
什
①
）
に
つ
い
て
。

　
　
　
こ
の
種
の
罪
は
種
々
あ
っ
た
。
偽
証
等
で
あ
る
。
近
代
法
に
よ
れ
は
こ
の
場
合
も
、
教
会
罰
は
市
民
法
上
の
効
果
を
伴
わ
な
い
。
但
し

　
　
国
家
刑
法
の
処
罰
の
対
象
と
な
る
場
合
が
あ
っ
た
。

　
　
　
回
　
そ
の
他
の
罪
（
傷
Φ
一
一
〇
縛
⇔
O
一
く
出
一
P
）
に
つ
い
て
。

　
　
　
若
干
の
純
世
俗
的
犯
罪
を
教
会
が
世
俗
法
的
原
則
に
立
っ
て
罰
す
る
こ
と
が
あ
っ
た
。
主
な
る
場
合
は
聖
職
者
が
導
入
で
あ
る
場
合
で

　
　
あ
っ
た
。
そ
れ
故
に
聖
職
者
の
世
俗
法
上
の
犯
罪
の
裁
判
権
（
乃
至
刑
罰
権
）
に
つ
い
て
再
び
要
約
す
れ
ば
次
の
通
り
で
あ
る
。

　
　
　
聖
職
者
は
十
三
世
紀
以
来
、
教
会
裁
判
所
の
裁
判
管
轄
権
に
服
す
る
。
教
会
裁
判
所
は
自
ら
判
決
す
る
か
又
は
被
告
を
除
暮
し
て
国
家

　
　
裁
判
所
へ
移
送
す
る
。

　
　
　
ト
リ
ェ
ン
ト
会
議
以
降
も
大
体
同
じ
。

　
　
．
十
六
世
紀
以
来
教
会
の
要
求
は
無
視
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
今
日
で
は
除
品
も
要
し
な
い
し
、
原
則
と
し
て
国
家
裁
判
所
に
管
轄
権
が

，
説

　
　
あ
る
。

論　
　
　
こ
れ
に
反
し
て
職
務
上
の
罪
に
つ
い
て
は
従
前
通
り
教
会
裁
判
に
服
す
る
が
職
務
上
の
不
法
行
為
を
国
家
的
刑
法
上
の
罪
と
す
る
立
法
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、

説

　
　
　
　
（
三
一
）

例
も
あ
っ
た
。

　
以
上
を
以
て
甚
だ
貧
し
い
こ
の
小
論
は
終
る
。
冒
頭
に
掲
げ
た
三
つ
の
問
題
に
つ
い
て
も
充
分
に
考
察
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
採
上
ぐ

べ
く
し
て
採
上
げ
え
な
か
っ
た
点
も
多
く
、
殊
に
第
三
点
教
会
刑
法
特
に
教
会
刑
罰
の
考
察
は
極
め
て
不
充
分
で
あ
っ
た
。
私
は
教
会
刑

事
裁
判
に
つ
い
て
の
充
分
な
概
念
を
把
握
し
得
た
と
は
言
い
え
な
い
け
れ
ど
も
、
他
日
を
期
し
て
一
応
欄
逸
し
た
い
。

　
（
一
）
　
本
論
文
は
主
と
し
て
国
軍
ニ
聞
h
一
①
白
び
①
門
α
q
…
ピ
①
冨
げ
ロ
。
げ
住
①
ω
屏
葺
ゴ
。
鵠
ω
。
げ
①
昌
ロ
p
傷
Φ
＜
①
ロ
σ
q
Φ
一
δ
。
げ
①
昌
国
ヰ
。
げ
①
霞
Φ
o
ゴ
冨
・
野
》
二
戸

　
　
　
一
。
。
⑩
9
（
国
二
①
α
げ
巽
σ
q
と
し
て
引
用
す
る
）
ω
・
N
①
昏
」
h
．
ω
．
N
Φ
N
」
h
に
拠
る
。

〈
二
）
　
教
父
時
代
に
す
で
に
宗
教
上
の
罪
（
b
Φ
。
8
ε
日
）
と
非
行
即
ち
法
的
な
罪
（
α
巴
9
二
β
。
ユ
ヨ
Φ
昌
）
と
が
区
別
さ
れ
、
前
者
は
単
に
思
想
に

　
　
　
お
い
て
犯
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
外
的
刑
罰
の
対
象
に
は
な
ら
ず
、
従
っ
て
法
的
に
は
不
可
罰
的
（
同
①
O
げ
梓
一
一
〇
】
P
　
】
P
一
〇
プ
什
　
ω
汁
【
①
h
一
∪
9
叫
）
で
あ
る

　
　
　
と
さ
れ
た
。
　
幻
①
巴
O
質
O
団
匹
0
9
象
Φ
h
冒
b
円
0
8
ω
冨
P
江
ω
O
ゴ
Φ
↓
げ
O
O
δ
ひ
q
一
Φ
田
口
α
国
貯
O
ゴ
ρ
プ
O
轟
轟
ω
σ
q
①
σ
q
Φ
げ
①
ロ
〈
O
露
出
曽
目
O
貫
切
下
●
9
ω
●

　
　
　
》
鼠
ド
一
。
。
の
ρ
ω
・
伊
。
。
伊
h
h
．
（
以
下
こ
の
書
は
出
鋤
ロ
。
評
と
し
て
引
用
す
る
。
）
　
こ
こ
に
い
う
「
罪
」
は
こ
の
両
者
を
含
む
も
の
と
解
す
べ
き
で

　
　
　
あ
ろ
う
。

　
（
三
）
　
＜
σ
q
ピ
国
曽
ロ
。
戸
①
●
⇔
●
O
．
g
D
．
切
。
。
9

　
（
四
）
　
前
述
（
註
二
）
参
照
。
こ
の
場
合
は
法
的
な
罪
で
あ
る
。

　
（
五
）
　
教
会
刑
事
裁
判
と
い
う
用
語
は
、
教
会
法
上
の
罪
に
対
し
て
教
会
刑
罰
を
科
す
る
教
会
裁
判
を
指
す
に
用
い
、
単
に
刑
事
裁
判
と
い
う
と
き
は
世

　
　
　
俗
刑
法
（
国
家
の
刑
法
）
に
定
め
る
罪
に
つ
き
国
家
的
（
世
俗
法
的
）
刑
罰
を
科
す
る
世
俗
、
国
家
的
刑
事
裁
判
を
指
す
も
の
と
す
る
。

　
（
六
）
　
＜
σ
q
ド
　
》
Φ
ヨ
Φ
嵩
二
ω
い
目
角
≦
一
α
q
幻
搾
げ
酔
O
ご
ピ
①
ゴ
【
び
億
O
げ
O
①
ω
評
9
。
什
げ
O
＝
ω
O
げ
O
昌
離
づ
O
Φ
〈
餌
旨
ひ
q
O
一
一
q
。
O
げ
①
口
閑
ヰ
O
げ
Φ
P
円
①
O
ゴ
甘
ω
”
C
Q
・
》
昌
戸

　
　
　
げ
Φ
碧
げ
Φ
ヰ
卑
く
。
身
空
畠
霞
畠
U
o
〈
Φ
‘
巳
再
出
ゴ
Φ
冒
囚
二
目
（
以
下
匹
。
葺
。
【
と
し
て
引
用
す
る
）
ω
●
ま
Φ
・
な
お
、
　
（
註
二
四
）
参
照
。

　
（
七
）
　
＜
ひ
q
溜
団
目
δ
匹
げ
自
o
q
u
9
・
餌
曾
ρ
ω
●
N
①
9
b
ロ
ヨ
．
①
旧
な
お
、
空
。
算
①
ゴ
鉾
9
’
O
．
ω
．
刈
①
。
。
・
h
●
”
閏
9
5
。
芦
嚢
。
・
9
。
・
O
・
ω
●
㎝
・
。
㎝
．
参
照
。

　
（
八
）
　
二
世
紀
頃
か
ら
赦
免
を
み
と
め
な
い
破
門
を
生
じ
た
。
そ
れ
は
主
と
し
て
神
に
対
す
る
罪
の
場
合
で
あ
る
。
重
き
罪
に
陥
り
破
門
さ
れ
た
も
の
が
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論　説

　コ　　　 　　　　　　 　　 　　 　　　　 　　 　

一一一一一一一一一一九八七六五四三ニー○））　 ）　 ）　）　）　 ）　 ）　 ）　 ）　 ）
重
ね
て
同
様
重
き
罪
に
陥
っ
て
破
門
さ
れ
た
と
き
は
、
二
度
目
に
は
も
は
や
赦
さ
れ
な
い
。
更
に
偶
像
礼
拝
（
一
自
O
一
①
け
目
一
四
）
、
姦
淫
（
¢
自
⊆
〇
三
）
、

殺
人
（
］
≦
o
「
亀
）
に
よ
る
追
放
（
破
門
）
も
ゆ
る
さ
れ
な
い
。
こ
の
三
つ
の
罪
は
た
だ
公
の
階
罪
に
よ
っ
て
の
み
ゆ
る
さ
れ
た
。
即
ち
公
に
犯
し
た
．

罪
を
告
白
し
、
赦
免
を
哀
願
し
、
公
に
自
ら
を
賎
し
め
苦
業
を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
痛
悔
と
改
善
と
を
表
明
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
ゆ
る
さ
れ

た
。
　
＜
σ
q
戸
国
曽
琴
置
鋤
．
9
。
・
ρ
ω
●
0
。
。
㎝
．
肉
的
な
る
罪
（
固
9
ω
畠
⑦
ω
ω
冒
畠
①
β
）
に
対
し
て
は
適
当
な
腰
罪
行
為
を
行
う
こ
と
に
よ
り
ゆ
る

さ
れ
た
②
　
〈
σ
q
搾
団
ユ
Φ
島
げ
①
【
σ
Q
．
餌
●
僧
O
．
ω
‘
N
①
①
・
〉
ロ
ヨ
・
9
c
・
●

　
＜
ひ
q
憎
聞
ユ
Φ
住
げ
①
H
鉾
⇔
・
Ω
Ω
’
O
●
Q
D
．
N
①
①
．
捗

　
　
　
　
＜
σ
q
㌍
聞
コ
①
鎚
ぴ
①
【
α
q
り
鋤
・
山
●
O
●
ω
．
N
①
N
●
四
国
p
。
賃
。
貫
鋤
●
山
．
O
．
ω
・
㎝
c
。
㎝
’
諏
・

　
　
　
　
公
の
瞭
罪
に
つ
い
て
は
前
記
（
註
八
）
参
照
。

　
　
　
　
以
上
〈
σ
q
搾
男
ユ
①
傷
げ
臼
σ
q
》
僧
。
●
ρ
Q
D
・
N
①
c
。
ロ
話
中
Φ
畠
ω
．
〉
昌
ヨ
．
一
。
。
●

　
　
　
　
＜
ゆ
q
ド
国
ユ
①
α
げ
Φ
h
σ
q
u
g
o
．
”
．
O
．
ω
●
N
①
c
◎
・
ハ

　
　
　
　
く
び
q
一
・
空
9
8
5
僧
ρ
O
．
ω
．
紹
。
。
・
ハ
な
お
、
ゼ
ン
ト
裁
判
手
続
に
つ
い
て
は
く
o
q
一
●
空
0
7
8
炉
9
●
9
。
．
○
・
ω
．
。
。
ω
ω
」
ハ

　
　
　
　
＜
σ
q
r
聞
ユ
①
山
げ
費
σ
q
一
曽
●
ρ
O
．
ω
．
N
①
Φ
●

　
　
　
　
世
良
晃
志
蹄
訳
ミ
ッ
タ
イ
ス
著
ド
イ
ツ
法
制
史
概
説
二
八
0
頁
参
照
。
　
＜
α
q
一
・
掻
。
ゴ
8
5
Ω
。
●
9
●
O
●
ω
・
N
①
の
．
h
・

　
　
　
　
＜
α
q
　
閏
二
Φ
◎
げ
①
同
σ
Q
り
p
P
O
・
ω
●
P
①
①
．

　
　
　
　
以
上
く
箪
国
。
三
Φ
♪
鉾
鉾
○
．
q
D
・
N
①
鴇
ハ

　
　
　
　
六
一
四
年
の
勅
令
に
よ
っ
て
司
祭
、
助
祭
は
世
俗
刑
事
裁
判
に
服
せ
ず
教
会
刑
事
裁
判
に
服
す
る
よ
う
に
な
っ
た
・
と
い
う
説
に
つ
い
て

　
　
国
ユ
①
α
σ
自
σ
q
糟
餌
●
⇔
●
○
●
Q
D
．
N
①
⑩
●
〉
昌
ヨ
●
N
⑩
．
参
照
。

（
二
〇
）
　
重
罪
即
ち
叛
逆
罪
、
殺
人
罪
、
強
盗
罪
は
公
の
刑
罰
即
ち
死
刑
又
は
流
罪
（
高
覧
）
に
処
せ
ら
る
べ
き
罪
で
あ
っ
て
、
司
教
が
こ
れ
ら
の
重
罪

　
　
を
犯
し
た
と
認
め
・
ら
る
べ
き
場
合
で
あ
る
。
　
＜
σ
q
ド
国
⇔
自
。
F
①
．
①
．
，
O
．
ω
●
α
。
。
c
。
．
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（
二
一
）
　
＜
σ
q
ド
胃
δ
9
2
σ
q
噛
勲
僧
O
．
ω
・
D
①
⑩
●
ハ
廟
控
畠
↓
①
が
．
9
。
．
鈍
。
．
ω
．
刈
N
芦
一
国
碧
。
ぢ
9
●
p
ρ
ω
●
α
c
。
c
・
●

（
二
二
）
　
＜
σ
q
憎
勾
ざ
巨
①
5
p
Ω
。
・
O
ド
ω
．
謡
一
地

（
二
三
）
　
＜
σ
q
ド
空
。
ゴ
8
き
①
．
鈍
ρ
Q
D
・
ミ
N
h
・
罰
口
①
暮
ぎ
僧
Ω
。
・
O
●
Q
o
・
㎝
。
。
c
。
・

（
二
四
）
　
古
く
は
聖
職
者
の
品
級
（
o
a
o
）
を
失
わ
せ
る
こ
と
で
あ
ρ
た
。
し
か
し
叙
品
（
o
a
ぎ
p
江
。
）
の
解
消
不
可
能
性
の
理
論
の
発
達
と
共
に
、

　
　
こ
れ
は
職
と
能
力
の
喪
失
に
と
ど
ま
り
、
聖
職
者
の
身
分
は
失
わ
な
い
こ
と
に
な
っ
た
。
　
従
っ
て
教
会
裁
判
所
の
人
的
専
属
管
轄
権
は
失
わ
れ
な

　
　
い
。
そ
れ
故
に
聖
職
者
に
死
刑
又
は
身
体
刑
が
科
せ
ら
る
べ
き
場
合
、
「
教
会
は
流
血
を
好
ま
ず
」
の
原
則
の
故
に
教
会
裁
判
を
行
い
得
ず
、
他
方

　
　
国
家
は
聖
職
者
の
裁
判
特
権
に
妨
げ
ら
れ
裁
判
を
行
い
得
な
い
こ
と
に
な
る
。
　
そ
れ
故
に
教
会
法
は
十
二
世
紀
以
来
、
　
聖
蹴
．
剥
奪
に
段
階
を
設
け

　
　
た
。
日
　
市
警
剥
奪
（
℃
乾
く
四
江
。
・
び
①
昌
①
h
一
6
一
一
）
　
僧
禄
（
げ
①
旨
Φ
h
一
〇
一
二
ヨ
）
を
剥
奪
さ
れ
れ
ば
当
然
職
も
失
う
が
、
就
職
の
能
力
を
剥
奪
さ
れ
た
わ

　
　
け
で
は
な
い
か
ら
、
新
し
い
聖
職
に
任
命
さ
れ
た
と
き
は
こ
の
刑
罰
は
終
了
す
る
こ
と
に
な
る
。
口
　
聖
職
免
職
（
侮
⑦
b
O
ω
一
甘
凶
O
）
　
聖
職
を
失
な
う

　
　
と
同
時
に
再
任
．
の
能
力
を
失
な
い
三
品
併
録
（
一
d
［
目
潜
　
O
【
自
ゴ
P
一
ω
）
即
ち
聖
職
者
と
し
て
の
品
級
に
相
当
す
る
特
権
を
行
使
す
る
能
力
を
失
な
う
。

　
　
口
　
聖
職
剥
奪
（
除
爆
傷
Φ
σ
q
雷
◎
9
。
江
。
）
こ
れ
は
職
を
失
な
う
と
同
時
に
、
聖
職
免
職
の
効
果
と
と
も
に
裁
判
特
権
（
教
会
裁
判
所
の
人
的
専
属
管

　
　
轄
権
）
を
失
な
、
い
又
教
会
法
上
の
諸
権
利
を
失
な
う
。
　
以
上
の
如
く
畠
①
α
q
下
説
四
江
。
は
厳
密
に
い
え
ば
聖
職
、
剥
奪
で
あ
ろ
う
が
、
免
職
と
区
別
．
す

　
　
る
意
味
で
除
晶
と
い
う
訳
語
を
用
い
る
。
差
当
り
＜
α
q
一
。
写
δ
◎
げ
①
h
α
q
曽
辞
ρ
○
の
ω
’
D
N
c
。
．

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
動
・
鋤
●
O
●
ω
　
　
　
ロ
昌
匹
象
Φ
畠
9
ω
　
〉
づ
ヨ
・
ω
ω
・

（　 ．へ　 （　 （　 （　 （　 （

一〇九八七六五）　）　）　）　 ）　）　）

＜＜＜＜＜＜＜σqαq．σqαq　αqσqαQ　■■　 レ■鴫　 一　 一　　一　 一　 一

国
ユ
①
仙
び
①
H
σ
q
一

司
ユ
①
傷
び
①
目
σ
q
導
鋤
・
p
．
O
．

盈
6
げ
8
炉
鋤
●
　
．
O
層

司
二
①
畠
げ
①
円
α
q
l
　
　
　
　
O

閏
二
Φ
自
σ
①
円
鱒
Ω
Ω
●
　
　
O
・

聞
ユ
①
自
び
①
目
σ
q
》
　
　
　
　
O
・

団
ユ
Φ
仙
げ
①
【
α
q
u
Ω
◎
◎
勲
O
●

　
　
●
鵯
O

　
ω
●
ミ
0
ハ

ω
．
c
Q
8
諏
●

ω
Q
D
・

（ノ）（の

N
ゴ
’

N
N
㎝
h
h

N
お
・

N
c
。
O
詮
．
一
包
。
ゴ
8
さ9
●
p
O
・
刈
⑩
鳶
惨
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